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第一号第四様式（第十七条第四項関係）
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第一号第四様式（第十七条第四項関係）
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第一号第四様式（第十七条第四項関係）
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第一号第四様式（第十七条第四項関係）
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第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
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第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
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第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
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第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
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第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
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第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
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第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
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第三号第四様式（第二十七条第四項関係）



1. 重要な会計方針

（1） 有価証券の評価基準及び評価方法

・ 満期保有目的の債券等－ 取得が平成27年3月31日以前…取得価額

　　　　　　　　　　　　　　　　　取得が平成27年4月1日以降 …償却原価法（定額法）

・ 上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

（2） 固定資産の減価償却の方法

・ 建物・機械及び装置・車輌運搬具・器具及び備品－定額法

・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3） 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金

　将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積り、

　退職給付引当金に計上する。

・ 賞与引当金

　該当なし

・ 徴収不能引当金

　該当なし

2. 重要な会計方針の変更

　該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

ただし、上記制度採用以前に社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員

退職手当積立基金制度に加入していた職員については、その積立金を併せて支給している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（１） 法人運営事業拠点計算書類（会計基準省令第1号の４様式、第2号の４様式、第3号の４様式）

（２） 拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）

ア 「法人組織運営事業」

イ 「企画広報事業」

ウ 「福祉基金運営事業」

（３） 拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）

ア 「法人組織運営事業」

イ 「企画広報事業」

ウ 「福祉基金運営事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

建物

定期預金

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

別紙２

財務諸表に対する注記　（法人運営事業 拠点区分用）

(単位：円)

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

0 0 0 0

10,000,000 0 0 10,000,000

合　　計 10,000,000 0 0 10,000,000
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7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物（基本財産）

建物（基本財産外）

車輌運搬具

器具及び備品

リース資産

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価、及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価、及び評価損益は以下のとおりである。

第１１３回５年国債（福祉基金）

第１２５回５年国債（福祉基金）

第１１３回５年国債（社会福祉事業）

第１２５回５年国債（社会福祉事業）

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

H25.9.9

資金貸付事業貸付金 0 0

(単位：円)

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

0

0 0 0

0 0 0

14,802,312 12,942,809 1,859,503

4,347,310 4,014,899 332,411

合　　計 37,267,930 24,404,140 12,863,790

18,118,308 7,446,432 10,671,876

(単位：円)

債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高

事業未収金 199,841 0 199,841

合　　計 199,841 0 199,841

(単位：円)

帳簿価額 時価 評価損益 取得日

合　　計 133,096,362 133,543,581 447,219

30,174,390 174,390

10,000,000 10,009,290 9,290

56,096,362

H25.9.9

H27.9.10

H27.9.1030,000,000

37,000,000 37,034,373

56,325,528 229,166

34,373
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1. 重要な会計方針

（1） 有価証券の評価基準及び評価方法

　該当なし

（2） 固定資産の減価償却の方法

・ 建物・機械及び装置・車輌運搬具・器具及び備品－定額法

（3） 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金

　該当なし

・ 賞与引当金

　該当なし

・ 徴収不能引当金

　該当なし

2. 重要な会計方針の変更

　該当なし

3. 採用する退職給付制度

　該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（１） 施設等管理運営事業拠点計算書類（会計基準省令第1号の４様式、第2号の４様式、第3号の４様式）

（２） 拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）

ア 「美川緑寿荘管理運営事業」

イ 「鳥越老人福祉センター管理運営事業」

ウ 「福祉ふれあいセンター管理運営事業」

エ 「美川福祉ステーション管理運営事業」

オ 「鶴来蓬莱荘管理運営事業」

カ 「福祉バス運行管理事業」

（３） 拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）

ア 「美川緑寿荘管理運営事業」

イ 「鳥越老人福祉センター管理運営事業」

ウ 「福祉ふれあいセンター管理運営事業」

エ 「美川福祉ステーション管理運営事業」

オ 「鶴来蓬莱荘管理運営事業」

カ 「福祉バス運行管理事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

建物

定期預金

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

別紙２

財務諸表に対する注記　（施設等管理運営事業 拠点区分用）

(単位：円)

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額

0 0 0 0

当期減少額 当期末残高

74,956,644 0 6,616,517 68,340,127

合　　計 74,956,644 0 6,616,517 68,340,127
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7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物（基本財産）

建物（基本財産外）

車輌運搬具

器具及び備品

リース資産

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価、及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価、及び評価損益は以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

・ 「建物附属設備」で記載していた金額を「建物（基本財産外）」としての記載に改めたため、

「その他の特別収益」「その他の特別損失」で3,715,491円が計上されている。

資金貸付事業貸付金 0 0 0

(単位：円)

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

319,146,000 250,805,873 68,340,127

0

11,005,050 7,971,257 3,033,793

10,220,095 10,220,093 2

29,670

5,536,253 5,285,306 250,947

合　　計 345,907,398 274,282,529 71,624,869

0 0

評価損益

(単位：円)

(単位：円)

債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高

事業未収金 29,670 0

取得日

合　　計 29,670 0 29,670

帳簿価額 時価

合　　計 0 0 0
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1. 重要な会計方針

（1） 有価証券の評価基準及び評価方法

　該当なし

（2） 固定資産の減価償却の方法

・ 建物・機械及び装置・車輌運搬具・器具及び備品－定額法

・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3） 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金

　該当なし

・ 賞与引当金

　該当なし

・ 徴収不能引当金

　金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

　該当なし

3. 採用する退職給付制度

　該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（１） 地域福祉事業拠点計算書類（会計基準省令第1号の４様式、第2号の４様式、第3号の４様式）

（２） 拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）

ア 「地域福祉推進事業」

イ 「団体助成等事業」

ウ 「ボランティア配食事業」

エ 「ボランティアセンター運営事業」

オ 「生活福祉資金貸付事業」

カ 「くらしつなぎ資金貸付事業」

キ 「福祉サービス利用支援事業」

ク 「社会参加促進事業」

ケ 「子育て支援事業」

コ 「生活困窮者自立促進支援事業」

サ 「障害福祉相談支援事業」

シ 「地域包括支援センター運営事業」

（３） 拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）

ア 「地域福祉推進事業」

イ 「団体助成等事業」

ウ 「ボランティア配食事業」

エ 「ボランティアセンター運営事業」

オ 「生活福祉資金貸付事業」

カ 「くらしつなぎ資金貸付事業」

キ 「福祉サービス利用支援事業」

ク 「社会参加促進事業」

ケ 「子育て支援事業」

コ 「生活困窮者自立促進支援事業」

サ 「障害福祉相談支援事業」

シ 「地域包括支援センター運営事業」

別紙２

財務諸表に対する注記　（地域福祉事業 拠点区分用）
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5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

建物

定期預金

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物（基本財産）

建物（基本財産外）

車輌運搬具

器具及び備品

リース資産

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価、及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価、及び評価損益は以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

資金貸付事業貸付金 0 85,000 △ 85,000

(単位：円)

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額

0 0 0 0

当期減少額 当期末残高

0 0 0 0

合　　計 0 0 0 0

(単位：円)

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

0 0 0

2,966,112

0 0 0

0 0 0

3,782,799

0 0 0

合　　計 4,202,640 1,236,528 2,966,112

4,202,640 1,236,528

評価損益

(単位：円)

(単位：円)

債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高

事業未収金 3,782,799 0

取得日

合　　計 3,782,799 85,000 3,697,799

帳簿価額 時価

合　　計 0 0 0
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1. 重要な会計方針

（1） 有価証券の評価基準及び評価方法

・ 満期保有目的の債券等－ 取得が平成27年3月31日以前…取得価額

　　　　　　　　　　　　　　　　　取得が平成27年4月1日以降 …償却原価法（定額法）

・ 上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

（2） 固定資産の減価償却の方法

・ 建物・機械及び装置・車輌運搬具・器具及び備品－定額法

・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3） 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金

　該当なし

・ 賞与引当金

　該当なし

・ 徴収不能引当金

　該当なし

2. 重要な会計方針の変更

　該当なし

3. 採用する退職給付制度

　該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（１） 介護等事業拠点計算書類（会計基準省令第1号の４様式、第2号の４様式、第3号の４様式）

（２） 拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）

ア 「居宅介護支援事業」

イ 「ホームヘルパー事業」

ウ 「訪問入浴事業」

エ 「介護収益還元事業」

（３） 拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）

ア 「居宅介護支援事業」

イ 「ホームヘルパー事業」

ウ 「訪問入浴事業」

エ 「介護収益還元事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

建物

定期預金

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

別紙２

財務諸表に対する注記　（介護等事業 拠点区分用）

(単位：円)

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額

0 0 0 0

当期減少額 当期末残高

0 0 0 0

合　　計 0 0 0 0
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7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物（基本財産）

建物（基本財産外）

車輌運搬具

器具及び備品

リース資産

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価、及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価、及び評価損益は以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

満期保有目的の債券（国債）13,000,000円が満期償還されたことにより、

投資有価証券（介護事業）が同額減少し、介護事業積立資産が同額増加している。

0 0 0資金貸付事業貸付金

(単位：円)

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

0 0 0

21,267,504

0 0 0

19,204,636 18,049,208 1,155,428

14,580,421

0 0 0

合　　計 54,735,076 32,312,144 22,422,932

35,530,440 14,262,936

評価損益

(単位：円)

(単位：円)

債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高

事業未収金 14,580,421 0

取得日

合　　計 14,580,421 0 14,580,421

帳簿価額 時価

合　　計 0 0 0
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